
戦後養老施設における入所者自治会の形成

―― 老人福祉施設入所者生活史に向けて一―
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序一施設生活史と入所者自治会

社会福祉施設史の研究に「生活史」の視点と方法をと

り入れた成果として、東京都養育院編『養育院百年史』

(東京都、1974年)を まずあげることができる。 同書の

編纂と執筆の代表者・一番ケ瀬康子は、その「序」のな

かで「過去及び現在の院における利用者と、先駆的な働

き人とが、おりなし作ってきた『 日常生活』史」(3頁 )

を軸に編纂 したと述べている。また別のところでも、従

来の施設史は人物記念誌や上からの管理史や施設建築史

が多かったのに対 して、 この百年史は入所者の「生活史

としての施設史」(1)を めざしたと強調 している。先行す

る、たとえば『養育院八十年史』(東 京都養育院、 1953

年)と比較すれば、その特徴はいっそう明らかになるが、

同書は、その方法意識から新たな施設史の●I能性を示 し

た。

また、うえに述べられている利用者と「働き人」の関

係は、入所者生活史と処遇史の関係といいかえることが

できるが、そのことを同じ著者は、施設を「そこで全面

的に展開 している生活状況そのもの」と規定 したうえで、

中 西 良 雄

処遇の歴史を生活管理の側面に焦点をおいてとらえるの

か、利用者 (入所者)の生活の側からそれを検討するの

かと問い、後者の視点の重要性と必要性を説いていた(2ゝ

1921(大 正10)年 に京都養老院として創設された老人

ホーム・ 同和園に関する筆者のこれまでの研究(3)の ね ら

いも、そうした観点をお、まえつつ、社会福祉施設居住者

の生活史を民衆生活史の一環として、民衆の生活と意識

という広がりのなかで追究することにより、「施設内生

活」のもつ問題の歴史性を明確にすることにあった。老

人福祉分野における施設史研究の現状とのかかわりでい

えば、従来の施設「処遇史」
(4)を 生活史的視角か ら相対

化する試みでもある。「生活Jは カオスではあるが、全

体として自律性と統合性をもつ営みであろう。いかなる

「処遇」であれ、その全体をいったん局限 し、 そこを秩

序づけ、規格化することで「生活」と交差するという点

を確認 して、この生活史に向けた取 り組みは始まる。

本稿 も同じくこの養老施設
(5)を とりあげ、そこでの入

所者の自治会組織 ――その性格を変えながら「 自治委員

会」「睦委員会」「互助委員会」などと称された一―に着

目し、その形成と挫折の軌跡を明らかにしたい。そのご

く一部 しか考察できなかったが、 これまでまったく看過

されてきた戦後の入所者自治会組織の成立は、第一に、

施設の生活管理システムと入所者生活の自律性や共同性

とのかかわりの問題としてみることができる。そのこと

は、当時の入所者の生活と処遇の一面が自治会を通 して

照 らし出されるということでもある。第二に、「社会福

祉権」をめぐる重要な論点の一つあるが、社会福祉施設

の運営・ 処遇過程における入所者「参加」(6)の
萌芽 とし

て、そして第二に、戦後改革や戦後「民主化Jの潮流の

なかでの養老施設の変化という戦後史の流れのなかでと

らえることができるだろう。



同和園の自治会について検討する前に、他の養老施設

についてごく簡単に3ゝ れておこう。本稿が対象とする時

期に重なる、1950(昭 和25)3月 末現在で、全国に養老

施設が151、 そのうち同和園のように100名 以上収容の大

規模施設が 9カ 所存在 していた(7)(同
和園はこのとき定

員170名 、翌51年に230名 となる)。 そのなかで、養老施

設の入所者自治会として比較的知 られているのは、東京

大空襲で全焼 し、神奈川県藤沢市に戦後再建された東京

養老院藤沢分院のそれである。

全国養老事業協会常務理事でもあった同院長・川瀬専

之助の『養老院に生きる』によると、入所者の居室単位

に無記名投票で「正副室長」を選出 し、「収容者代表者

会議」、「院内会議」を設置 していたが、院長自身はこれ

を「自治組織」とし、同院は「全 くの」「 自治制Jを敷

いていると高 らかに宣言 している(8ゝ だが仔細に同書を

みると、室長の別称が「連絡員」とされ、その役割が物

資の受渡 し、室内衛生、「衣料清潔等の監視」であるこ

と、代表者会議が院長室で院長主宰のもとに、常に職員

側と合同で開催されていること、それと別に入所者だけ

の自治的組織が形成されているわけではないこと(9)な ど

から、本来的な自治会とはいいがたい。以下でみる同和

園の例でいえば、第二段階の「班長会議」に相当するも

のといえよう。

京都では養老施設・寿楽園 (現、健光園)で も、1949

年 9月 に「利用者自治会」が発足 して、同月に 2回 の役

員会が開催され、炊事当番、外出日、施設外部への就労

などについて決議されたことが、その園史 (『 あすのた

めに』社会福祉法人健光園、1979年)の年表からわかる

が、同会のその後や組織のあり方などについては記され

ていない。 しか しその他にも、戦後改革の波のなかで、

入所者自治会やその可能性を内包 したさまざまな形態や

性格の組織を形成 したケースが各地にあっただろうこと

は当然考えられる⑩ので、それらの発掘 も課題として残

されている。

一、自治会結成への途

(―)食糧問題の「嘆願」と協議会

廃墟のなかの敗戦後日本の民衆が最初に直面 した苦難

は食糧不足であった。1945(昭和20)年秋ごろから始まっ

た食糧難による危機を打開 しようとする民衆の運動は、

東京での食糧・ 燃料など「隠匿物資摘発J行動 とその

「人民配給」、食糧の「人民管理」の主張とその動き、政

府の食糧政策につよい不満をもつ労働組合や農民組合に

よる食糧危機突破民主協議会の結成、さらに参加者50万
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人ともいわれる食糧メーデー (飯米獲得人民大会)の高

揚などがよく知 られている。 しか し、各地方、各地域社

会のレベルにおいても、それぞれ食糧危機の突破、配給

の不正一掃、隠匿物資摘発、自主配給などをめざした集

会や活動が活発に展開されていたのである。

京都においても、1945年 10月 に上京区の出水学区で主

婦 らによる隠匿物資摘発運動がおこり、摘発 した食糧は

住民に自主分配 していた。同年11月 には上京区春日学区

の一町内会が町民大会を開き、家庭向け疏菜配給の増加

などを要求する決議文を府庁に提出しているが、同様の

町民大会は各地域で開かれるようになった。D。 これ ら動

きは、戦後の組織的な労働運動、農民運動、婦人運動な

どを推進力とする「下からJの戦後民主化運動とも交錯

しながら、一般の民衆を巻き込んだ「民主化の嵐」のな

かで生まれた。

社会運動の担い手たちのほとんどがその存在を視野に

おく余裕 もなかったがい
へ 京都市郊外の一養老院におけ

る「民主化」の動きも、同 じように食糧問題を契機とし

て始まったといえる。そしてそのことが入所者自治会組

織成立の端緒となったのである。

敗戦の日のちょうど 1カ 月後、1945年 9月 15日、戦前・

戦中にはまったく考えられなかったことであるが、複数

の入所者が「食糧問題」に関 して直接園長に「嘆願」を

敢行 した (『 昭和二十年度 日誌』同 日)°
D。 当時、法人

理事長でもあった園長 (1951年からは理事長専任)は、

同和園の前身である京都養老院の創設者
°°といっていい

清水寺住職・大西良慶で、職員と施設入所者に君臨する

「絶対的」存在であった。京都の代表的仏教人 として、

また北法相宗管長として多忙な大西良慶が施設に出向く

のは、年に数回の行事のときに限 られており、財団法人

役員会なども清水寺で開催されるのが通例であった。こ

の 9月 15日 は、戦後にも継続されていた「大詔奉戴式J

と秋の彼岸会のために来園 したものであって、その少な

い機会をとらえての行動であった。「嘆願」 の詳細につ

いては、日誌に記されていないが、以下に述べるその後

の園の対応などからみて、配給食糧による入所者の給食

の確保の問題というよりも、その「公平」な配分、ある

いはその確認を要求 したものであることは明らかである。

もちろんそれが豊かであったわけではないが、主食の遅

配・ 欠配の頻発により飢餓の恐怖に直面するのは、翌年

の春からである。

この問題についての管理者側の対応はすばやく、翌日

には炊事担当職員 も呼んで、運営の実質的な責任者であ

る主事を中心に「園内情勢、園生 [入所者を指す。 この

呼称にも注意 したい]希望等手配協議」 (同上、同年 9



月16日 。 [ ]内 は引用者による注記、以下同様)が行

なわれた。その結果同年 9月 26日 に成立 したのが、職員

と入所者による「食糧問題に関する協議会Jで あった。

その場で入所者側は、選出方法は不明だが、「代表」 を

選出 し、「毎朝炊事場二三名立会」 うことを決定 した

(当時の入所者数は49名 )。 限られた食糧の配分という最

も切実な生活と「処遇Jの領域で、入所者代表による監

視・ 確認という形ではあったが、はじめて入所者による

「処遇過程」への「参加Jが実現 したといえる。そして、

この自然発生的と思われる行動によって施設側との協議

の場をもちえたこと、その代表者を選出 したこと、「立

合」というささやかなものとはいえ、実際に自らの力を

行使 したこと、これらが入所者自治会誕生の母胎となっ

たのであった。

(二)「班長会議」の設置

しか し、その「食糧問題に関する協議会」が、直線的

に自治会やその執行部たる「委員会」形成へと向かった

わけではない。同和園における入所者自治委員会の組織

体としての前身は、同協議会成立の翌1946(昭和21)年

11月 に設けられた「班長会議」とみなすことができる。

同会議は当初、施設側が入所者の代表として「委嘱」

(指名)し た11名 の「班長」から構成 され (す ぐのちに

入所者による選挙制)、 従来の「食糧問題に関する協議

会」は、「職員班長協議懇談会」にとってかわった。 そ

の目的を主事自身が『 日誌』に「園内生活ヲ半バ自治的

二明朗生活 タラシメント計ルJ(同年 11月 17日 )と 記 し

ていたが、 この新たな協議懇談会は、いまだ「半自治的」

とさえいえない性格のものであった。その活動 も、さき

の東京養老院藤沢分院の場合と変わりなく、施設管理者

側の意思の伝達や指示、「園生等班長指導 ノ下二草履編

ミヤ園庭ノ掃除其他作業」 (同 11月 18日 )な どの「労務

作業」の推進が中心で、戦後の施設管理運営 0生活管理

システムの整備過程で、その一翼に組み込まれたものと

もいえる。敗戦直後の生活危機のなかで生活防衛のため

に職員 も含んだ施設内「生活共同体」としての紐帯が強

化されていたことも、このような組織化が円滑にすすん

だ要因の一つであろう。それが具体的にどのようなもの

であったか、たとえば翌47年 5月 の職員班長合同協議会

の様子をみておこう。
'。

午后七時より院長室に於て職員班長の合同協議会

(本年度第二回)開催、班長側  ○○、○○両君

欠席 他は全部出席

一、八日、二十二日報恩清掃作業施行の件

二、殺鼠剤使用に関する件

三、居室に於ける煮焚厳禁の件

四、宗教生活に精進の件

朝夕勤行来詣  レコー ドに依る御詠歌練習

五、例月慰安懇談会開催の件

1、 演芸会  2、 座談会  3、 歌俳句会

4、 園芸作業 其他

一の「報恩清掃作業」とは、日課とされていた園内掃

除の他に、朝の集会 も兼ねた「勤行」のあと、月に 2回

約 2時間かけて実施されるものである。入所者の「労務

作業」は、慢性的な職員不足 もあって、戦前・ 戦中をと

おして日常的に課せられていたが、敗戦後の非常事態は、

それをますます強化させることになった。そして、やや

後の1951年 3月 に施行された「同和園管理規程」°
めにお

いて「園内労務作業Jと して義務づけられたのである。

同規程第17条 によれば「園内労務作業」とは、「農耕、

清掃、整頓等の雑役にして、能力に応 じて従事する」こ

とであり、同第18条 では、それらの作業には賃金を支払

わない、と規定されていた (た だし、『 日誌』によれば、

実際には恩恵的に煙草やわずかな謝金が支給されること

が多い)。 また、同 じく「清潔の保持Jに関する第11条

2項では、その労務については、「在園者を使用できる」

と付け加えられている。こうした養老施設における労務

作業については、管理規程のなかに種々不適当と思われ

るものがあるとして出された1957年 3月 30日 の厚生省社

会局長通達のなかで、「被収容者の特性か らみて原則 と

して作業を課する必要は認められない」
。つと指摘 される

ことになる。

この同和園管理規程は、保護施設における同規程の制

定を命 じた新生活保護法第46条 にもとづ くもので、府社

会課の指導 もうけて作成されたが、入所者に関する条項

では、必要最低限の入所者処遇の業務についてのみ規定

され、自治会のことはもちろん、入所者の権利に関する

規定はみられない。第 6条の「処遇方針」に「法の定め

る保護の基準により、無差別平等に処遇 しなければなら

ない」と掲げるだけである。 しかも、第14条 の園内生活

の細部にわたる「承認」条項 (外出、作業の休止、面会、

「就寝時間以外の就寝」などの園長承認制)は、戦前に

定められ、この管理規程が施行される1951年 2月 まで効

力をもっていたと考えられる「在院者心得」(0と
質的な

違いはなかった。

班長会議にみられるような施設側から展開された入所

者の組織化は、その後の自治会組織の基盤になると同時

に、こうした制度的な「園内労務作業」への動員を軸と



する戦後の生活管理体制再編の出発点であった。

二、自治委員会の成立と展開

(一 )「班長」選挙の実施

班長制度は、さきにみたように1946(昭 和21)年 11月

に施設側からの指名 (委嘱)制 として出発 したが、翌47

年 4月 には、入所者自身の選挙による班長選出へと前進

した。 この施設で実施された記念すべき最初の選挙は、

同年 4月 7日 に以下のように実施されている lQl。

朝食后八時より班長選挙用紙を配布投票せしむ。午

后三時常楽堂 [持仏堂兼集会室]に おいて、石井

[主事]、 久角 [職員]、 川那辺寮母、○○ [入所者 ]

老立合開票、棄権者殆どなき好成績なるも無効投票

二枚あり。開票結果左記順位に於て班長当選決定す。

男子  1、 ○○○平  2、 ○○○○郎  3、 ○○○

○郎  4、 ○○○蔵 5、 ○○○蔵 次点、○

○○○郎 ○○○○郎

女子 病室 ○○○○ ヨ [立合人か] 1、 ○○○

ま 2、 ○〇〇キ 3、 ○○○ル 4、 ○○○

り 5、 ○○○ツ 次点 ○○○ ミ

ここでは、班長の性別にも留意 しておきたい。指名制

下の11名 の班長が男性 6名、女性 5名であったのに対 し

て、選挙による10名 のそれは、男女比 5対 5で あった

(選挙時の入所者全体の男女別人数は、男性43人、女性

70人 )。

つぎに、班長選挙の導入という入所者自治の進展の背

景として考慮 しなければならないのは、占領軍・ 京都軍

政部の動向である。

敗戦の翌年 1月 、京都府庁内に設置された京都軍政部

による視察・ 訪間は、『 日誌』によれば、1946年 10月 を

最初に1950年 10月 まで計13回 を数えることができる (そ

の他に、軍政部設置前に占領軍「兵士」の「視察」が 2

回)。 とくに初期のそれは、表面的なものでなく、入所

者に対するヒアリングまで実施するというかなり徹底 し

たものもあり、自治委員であった入所者からの訴えによ

る調査なども含まれていた。また『 日誌』から、多 くの

場合、視察のかなり前から入念な準備がおこなわれてい

たことも窺える。そのうち、ここでとくに注目しておき

たいのは、1947年 11月 12日 と翌年 4月 8日 の査察である。

いずれも詳細は不明なが ら、前者の 5日 後に、前述の

「半自治的」班長制度が生まれており、軍政部か ら福祉

施設の「民主化Jに 関する何 らかの示唆があったのでは
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ないか、との推測が可能である。さらに『 日誌』から判

断 して、後者は入所者による最初の班長選挙 (視察の前

日)、 それによる新生班長会議 (視察当日)を事前にわ

かっていた軍政部視察日程にあわせて設定 したと考えら

れるのである。養老施設における入所者自治会結成に果

たした占領軍の役割の解明については、別の機会にあら

ためて考えてみたいの。

(二)自 治委員会の結成

以上のような、班長制の進展のうえに、その名称どお

り本格的な「自治委員会」が1947年 10月 に結成され (最

初の自治委員選挙日の10月 8日 は、京都軍政部による園

内調査の 2日 前でもある)、 班長会議は廃された。

ただし自治委員の選出は、入所者による直接選挙では

なく、当時の班長の無記名投票によって自治委員候補者

7名 (男性 5名、女性 2名)を まず選出し、その 3日 後

の10月 H日 に入所者全体の「信任投票Jがおこなわれ、

7名 とも信任された。さらにその 2日後、この新自治委

員たちが第 1回 自治委員会に会同じ、委員長たる「総側

と副委員長の「副総代」を互選 して、ここに名実とも自

治会組織の名に値する自治委員会が正式に成立 したので

あった。

ただ、その後1948年から翌年初頭にかけて、自治委員

に施設側から指名する「委員」を加え、一部を指名制に

戻すという逆行い)が あったが、49年 1月 からはもとの選

挙制に復 している。

この段階の自治委員会のあり方とその活動の特徴とし

ては、つぎの二点を挙げることができる。一つは、「班

長会議」時代と変わらず、職員と自治委員の協議会開催

が多 く、施設側の意思の伝達や指示、打合せなどが中心

だったことである。

第二に、敗戦後の混乱をひきづっていた社会状況や、

きわめて劣悪な生活条件などを反映 して、自治委員自身

も含めた入所者同士、入所者と職員の間の評いが頻発し、

その対応に大きなエネルギーを割いていることである。

たとえば、1949年 7月 、入所者同士の「喧嘩」による負

傷事件がついに警察の捜査が入るという事態になり、緊

急自治委員会で入所者の所持する「ナイフ以外のナタ、

鎌等の刃物類J(『 日誌 (一)』 1949年 9月 2日 )を没収

する「刀狩り」の決議にまでおよんでいる。戦後混乱期

という時代と施設生活の諸条件、それらが入所者の感情

と精神面に及ぼす影響などを考慮 しなければならないの

はもちろんだが、後述するように、この種の問題の深刻

化が直接の引き金となって自治委員会自体の解散に追い

込まれるのである。



その他、『 日誌』や関連資料から推測すると、 自治委

員会議のほとんどに職員が臨席 していたと思われるが、

その点 も見逃すことはできない。

(三)互助委員会への転換

1950(昭 和25)年 7月 の自治委員会は、自ら「睦委員

会Jと 改称 しているが、 しか し、それも委員間の内紛に

よっていったん解散、同年11月 にあらためて「互助委員

会Jと して再建 し、その委員 も当初「世話役委員」 (の

ち「互助委員J)と 称 して新たに選出 した。

その間の経緯の詳細は窺いえないが、たび重なる改称・

改組にみられる混迷がなによりこうした自治会運営の困

難性を示 している。また、その名称の変化に、当時の入

所者たちのより生活に密着 した活動への希求や、対立す

る人所者同士の融和を求める心情が反映されていたと考

えることができる。その他、施設側から何 らかの示唆や

誘導、あるいはより直接的な指示などがあった可能性 も

当然考えなければならない。いずれにしても、戦後社会

と施設そのものが全体として乏 しい資源のなかからでし

か入所者に配分できない状況のなかでも、食糧事情の好

転 と一応の安定、その公平な分配が確認でき、施設生活

の「共Fnl性」の側面が入所者につよく意識されるように

なると、日々の切実な生活改善を求める願いは、最 も身

近な生活領域での「互助」へと傾斜 し、その分結東 も強

まったといえるだろう。その意味で互助委員会は、当初

リーダーに恵まれていたこともあって、自治委員会時代

よりも積極的に「 ドシドシ理事者と話合う」。)姿
勢を鮮

明にしていった。

表 入所者自治委員会の会議の内容

年 月 日 会 議 の 内 容

1947/10/13 自治委員会 ・総代 (1名 )、 副総代 (3名 )を互選

・園主事の祝辞と委員の責任に関する訓示

11/17 自治委員・職員協議会 ・入所者の外出について ・その他

1948/6/13 自治委員会 ・ 総代 (1名 )、 畠1総代 (3名 )を互選 (いずれも園側指名委員)

0衛生委員 (27名 )を任命

6/17 職員・ 自治委員合同協議会 ・ 自治委員側、一入所者の退園処分を強硬に主張、主事提案による謝罪と

始末書提出で了承

・衛生問題  ・ 食糧問題  ・ その他

1949/1/26 自治委員会 委員長 (男性)、 副委員長 (3名 )を互選

2/3 職員・ 自治委員・衛生委員

協議会

・施設の「清潔整頓衛生」について、従来の「報恩清掃作業」に他、毎週土

曜日1時間の清掃作業を申合わせ

4/7 職員 。自治委員協議懇談会  ・ 委員長辞任、後任を選出 (副委員長の 1人、男性)

6/16 自治委員・職員合同協議会 ・納骨堂 (五輪塔)落慶法要について

・外出日の変更について

・―入所者に対する厳重戒告について (48/6/17と 同一人物)

・ その他

7/3 自治委員会



年 月 日 会 議 の 内 容

1949/7/16 臨時自治委員会      。委員長の辞表提出について (7/8入 所者同士の喧嘩による負傷事件

に関与 したため)、 任期中の活動を認めることに決定

7/29 自治会総会        0-委 員より「事件」に関し自治委員総辞任を表明

・委員改選を7/30に実施することを決定

8/1 自治委員会        ・委員長 (男性)、 副委員長 2名 (男女各 1)を単記無記名投票で互選

9/2 緊急自治委員会      ・園内生活について、ナイフ以外の銘・鎌など入所者所持の刃物類の徴収

を決定

10/22 自治委員会        ・防火週間について

11/29 自治委員会        ・決議事項、(一)「煮炊場」を12/10限 りで撤去 (二)各部屋毎に火鉢一

つ・姫撻一つを配備 (三)災害対策委員の選定 (四)火災発見者の表彰

1950/2/4 自治委員会        ・京都市長選挙について

5/10 自治委員会        ・参議院議員選挙について

7/2 自治委員会        0自 治委員を「睦委員」と改称

・総代 (男性)、 副総代 (3名、男性 1・ 女性 2)を互選

8/7 睦委員会 0園主事より災害対策及び衛生に関する事項を注意

8/28 睦委員会総代会      ・不和の総代と副総代 4人が懇談、「円満解決す」

9/12 睦委員会 0台風来襲の警戒について

10/15 睦委員懇談会       ・委員一同、園主事に「総代の説教」を止めさすよう要請

11/27 睦委員会 ・睦委員会の解散を決定

11/29 世話役委員会合      ・総代 (男性)、 副総代 (3名、男性 10女性 2)を投票により互選

1951/2/8 互助委員会        ・園内売店 (蒸 しイモ販売)0図書室等について

3/10 互助委員会        ・入所者同士による散髪の「営業」を承認 (毎月 1回月曜、料金髭 3円・

頭髪 5円 )

・箱膳を至急制作すること ・その他

7/8 互助委員会        ・寮母に対する「意見」、食事配給の公平、老人向きの副食、娯楽機関の

要求

・災害対策委員編成について 'その他
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年 月 日 会 議 の 内 容

1951/9/3 互助委員会 ・老人の日の行事について

12/15 互助委員会        0年 末の行事く作業、食事に関する希望について、(一)12月 25日 忘年会、

26日 煤払い・餅つき、30日 門松飾り・入浴  (二)ガ ラス拭き・水槽掃

除の分担  (三)ミ ルク 0カ レー

1952/2/10 互助委員会 ・傷害事件を起こした入所者 2名、謝罪

2/22 互助委員会 ・「優良園生」の清水寺参詣を決定

3/15 互助委員会        ・御詠歌講習の件

・各室に等を配布すること

・非常階段の設置

0散髪を月 2回 とすること 0そ の他

6/15 互助委員会        ・互助会を「衛生及び防火互助会」と改称

・ 自治委員改選投票日を7/3に決定

1953/3/12 互助委員懇談会      ・炊事及び「雑役婦」等について

6/11 互助委員会        ・ 自治委員改選の件について

。寺院巡拝の件について

6/25 互助委員慰安懇談会    ・総代他出席の委員に園より慰労のため菓子・煙草・石鹸・ タオル 0酒・

牛肉の煮込みを給与

7/1 互助委員会        0総 代 (男性)を互選 (再選)

・委員A、 食事献立問題につき総代を非難、激論になる、他の委員一同、

委員Aの非を責め謝罪させる

9/1 互助委員会        ・起床時間を5時30分、勤行開始時間を6時30分 に変更

0老人の日行事について

1954/1/21 互助委員会 0園長より「入所者実態調査」について説明

6/5 互助委員会        ・新旧委員の顔合わせ、園長挨拶、総代謝辞

0慰労のため園より酒・肉の煮込み・ リンゴ菓子など給与

7/26 互助委員会        ・夏期衛生大掃除について

・食事の希望について

。その他

・職員「一同の希望を聞き参考とす」

9/13 互助委員会        ,台 風12号防災対策について

・園長より注意事項の伝達
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年 月 日 会 議 の 内 容

1955/2/18 互助委員会 防火対策について (2/17聖母の園養老院火災)

5/30 互助委員会 ・ 自治委員改選投票日を 6/10前後と決定

6/15 互助委員懇談会 。新委員顔合せ

。委員より会則等の提出、主事「必要を認めず」

6/21 互助委員会 。会則を決定

・連絡係 8名、記録係 1名 を任命

9/10 互助会 。老人の日行事について打合せ

10/27 互助委員会 。入所者の外出及び内職について

11/21 互助委員会 ・年末年始の行事について打合せ

1956/2/3 互助委員会 。小学校児童のお年玉寄付金の配分方法等について

6/2 互助委員会 ・園長出席 委員A、 園長に「暴言」04/13「喧嘩」相手の入所者の懲罰

を要求、主事「理由を認めず」

注 :同和園『 日誌』 (各年)よ り作成。

これらの委員会の会議の内容を一覧表にまとめておい

たが、それにみられるように、自治委員会時代には、施

設側が求める生活の秩序や規範への対処が中心で、管理

者への生活面の要望として決議、あるいは協議された事

項は、「外出日変更」②)や
「各部屋一室に火鉢一個 コタ

ツー個ノ事」「防火発見者表彰すること」0)な どにすぎ

なかった。それに対 して互助委員会時代における要望は、

寮母に対する「意見」や、給食の公平、老人向けの副食、

娯楽機関設置などの要求 (1951年 2月 )、 行事・ 作業・

食事に関する要望 (同年12月 )、 等の各居室配布、非常

階段の設置 (1952年 3月 )な ど生活の広い範囲にわたり、

施設管理運営に直接かかわる問題 も含まれている。それ

らの要望に施設側がどう対処 したかはほとんど明らかで

ないが、たとえば1954年 7月 の互助委員会で協議された

「夏期大掃除」「食物等」の希望 (詳細は不明)に 対 して

は、職員が「一同の希望を聞き参考 とす」°
Dと

表明 して

いた。

互助委員会の活動がたんに施設生活に密着 していると

いうだけでなく、委員会自身による園内蒸 し芋売店の開

設と運営、その利益の活用といった計画的な事業が可能

なほどの強固な組織性が、この互助委員会の大きな特徴
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であった。

1952年 12月 の「園生忘年会」は、蒸 し芋売店利益の積

立を資金に、互助委員会が自ら主催 したもので、「午前

八時半よリパチンコ大会 午后三時より会食寿 し及び煮

魚酒五升……午后四時より芸能会」 (『庶務日誌』同年12

月26日 )な どが催された。これ以降「忘年会Jは毎年継

続されたが、1955年末には、たまたま当時の地元紙が取

り上げているので、それによってこの独自の取組みをみ

ておこう°°。この時期には、蒸 し芋売店は廃止され、忘

年会費用には入所者の内職収入の積立金を全員に配分 し

た残余金を充てていた。文字通 り「互助Jに名の値する

ものであった。

互助委員会による忘年会計画 [見出し]

同園 [同和園]に は現在二百三十五人の老人がいる

が、そのうち働けるものが約六十人いる。この六十

人の老人たちは「足腰のたたない仲間たちを少 しで

も慰めようJと 今年初めから内職で得た金を積み立

て貯金を始めた。紙袋張 り、糸ときから付近の家の

和裁の仕立、洗たくなどで片時も休まず働き、その

収入を五十円……百円と積立貯金にした。その金が



積 り積つて約二万円に達 したので使途について話 し

合つた結果、全老人に小遣いとして渡 し残りの金で

ささやかな忘年会を近 く行 うことになつた。

こうしたあたたかい気持に足腰の立たない老人た

ちは大よろこび「小遣いをもらつたし、忘年会 もし

てもらえるし……」と涙 ぐんでいる。 このほかにも

暮の二十七、八日ごろには元気な老人たちでモチつ

きをして「みんなそろつて楽 しい正月を…… Jと
はじやいでいる。

互助委員会は、組織の面でも1955年 6月 に自主的に互

助委員会会則の制定――残念ながら日誌にその内容につ

いての記載はない一―するまでに力をつけ、その基盤の

うえに展開された多彩な相互扶助活動は、より本格的な

自治会へと発展するための土壌となるはずであった。 し

か し、敗戦直後から継続されてきたこの試みも、「互助」

組織として成熟 しながら、無援のなかであっけなく自ら

幕を閉じてしまうのである。

結びにかえて一― 自治会の挫折とその背景

互助委員会解体の直接的な原因は、すでに『同和園七

十年史』でも簡単に述べておいたように、同会でつねに

指導的な役割を果たしてきた委員の死亡、その後の一委

員による「会の私物化」などといわれた運営方法などに

あるが、その決定的な契機となったのは、1955(昭和30)

年 4月 ごろからの一委員の言動をめぐる一連の葛藤であっ

た。

この長い騒動は翌56年 6月 、対立する一方の入所者た

ちが他施設への転居を園長に訴える事態になり、破局を

迎えた。同年 6月 15日 に「互助委員の有無に付き選挙投

票」 (『事務日誌』 6月 15日 )一一 すなわち、互助委員会

自体の存続・ 廃止を入所者全体の投票による意思決定に

委ねることになったのである。 こうした「解決策Jは、

前日の『 日誌』に、園長・ 主事・職員が「前後策を講ず

る相談をす」とあるから、施設管理者側の指示によるも

のと考えてよいであろう。 これに関する互助委員会側の

見解は明らかでない。

このときの入所者総数は231名であったが、開票の結

果は、投票総数169、 互助委員会存続に賛成53票、存続

に反対107票、棄権 9(同、6月 15日 )。「食糧問題に関す

る協議会」設置から11年、自治委員会結成から9年にお

よんだ入所者自治会活動は、 ここに終焉 した。以後老人

福祉法下の養護老人ホームの現在にいたるまで、自治会

組織が再建されることはなかった。

しか し、こうした経緯を「処遇」史という立場からみ

れば、たんに入所自身の選択としてすますことはできな

いだろう。つまり、施設管理者、職員側の入所者自治会

の捉え方、それに基づく組織結成・運営への具体的な対

応や取 り組みがいかなるものであったかが問われなけれ

ばならない。それらの全体、とりわけ施設側の「 自治会

観」を判断する材料はきわめて少ないが、たとえば、さ

きにも、れた自治的活動の一つの達成といえる互助委員会

則制定をめぐって、職員の対処とその姿勢を示す記述が

『 日誌』にある。会則制定の 6日 前、「互助委員懇談会発

会開催す……種々問題を出すも単に顔合わせとす 会則

の起草 [草案]等を園生より提出せ しも余 [主事]は必

要を認めず」 (『事務日誌』1955年 6月 15日 )と 一蹴した。

この指導的職員にとって、会則の承認は、かれらなりに

入所者の一定の「参加」を認めつつ維持 してきた施設生

活管理 システムのなかに、それと決定的に異質な自律的

サブシステムが形成される契機となり、またそのことを

「公認」 してしまうことになると危惧 したのではないか

と考えることができる。会則の制定は、それらの象徴的

な「事件」であったはずである。

以下のやや長い引用のは、互助委員会解散からH年後

(1967年 )、 老人福祉法施行直前の職員たちの回顧談では

あるが、その当時の職員の入所者自治会観の一端をうか

がうに足るだろう。

司会  [略]老人の自治会を作り、職員 0園生、園

生同志のコミニケーションを円滑にすることは ?

A それは非常に難 しい。他の社会なら、構成員の

一応の標準値というものがある。ところが老人ホー

ムにはそういうものは全然ないのだ。肉体的にも

精神的にも、 ピンからキリまで、文字通 リテンデ

ンバラバラだ。壮者をしのぐ元気なものもいるし、

全然自分の身の廻 りのことも出来ない人 もいる。

精神的にも同じことだ。呆けてしまって、その癖

自分の慾だけは忘れないものもいるし、 しっかり

した頭の持ち主 もいる。そういうところで、自治

会を作り、 うまく運営することは、かなり難しい。

G そうでなくても、 しっかりした人はボス化する、

本人はそういうつもりでなくても、弱い者につら

く当る。

B しかし現在のままで行けば、老人は益々消極的

に、無気力になるばかりだ。何でも職員にしても

らえばいい、職員にもたれかかればいい……。成

るほど、その方がラクかもしれない。が、それだ

け、生きるよろこびは少 くなっている。



F それは確かだ。昔の互助会は、終わりの方こそ

おか しくなったが、それまでは非常にうまくいっ

ていた。慰安会でも、盆踊りでも、皆自分 らで決

めて職員はその手助けをしただけだ。食糧がなかっ

たときは、互助会で藷を買っきて、蒸 しいもまで

作ったりもした。それでいて、園内の空気が非常

に活き活きとしていた。

D それがいまは損得ず くでないと動かない。そし

て慰安会でも、 レクリェーションでも、すべて職

員におんぶされている。

A 昔の互助会がうまくいった大きな原因は、○○

老とか○○老とかという、すぐれた リーダーがい

たからだ。ところがそういう人は中々いない。す

ぐれたリーダーのいない自治会は、結局、強いも

のがちになってしまう。

B たしかに難 しいことだ。 しかし、それがいかに

難 しくても、やはりやらなくてはならないと思う。

でなくては施設老人は、世の中と何のつながりも

もたない、ただ生きているだけの存在になってし

まう。そうではなくて自治会を通 じて園の運営に

参加 し、それがひいては世の中の動きに参加する

一―やはり究極はここまでいかなくてはウソだと

思 う。

A 真に民主的な運営であり、ボス化 しなかったら

自治会 も大いに結構だと思 う。

たしかに、一部とはいえ「ただ生きている存在」にな

らないために「 自治会を通 じて園の運営に参加」すると

いう、いわば「生きがい」と自治会活動を結びつける見

解も披涯されて、さきの「必要を認めず」という姿勢が

過去のものとなりつつあることがわかる。だが、施設収

容という強固な規制のもとでの自治会の結成と継続の困

難性の認識、それを可能にするようなサポー トや条件・

環境の整備にかかわる論点、あるいは入所者の生活その

ものがもっている自律性と自治会組織との関係、自治会

活動を通 しての「処遇過程の権利」形成の可能性などに

関 して、わずかでも将来を展望できるような発言は、 こ

の段階では見当らない。

養老施設を含む保護施設の「処遇Jの公的な基準は、

保護施設最低基準の法制化が停滞 していたなかで、それ

に代わるものとして1955(昭 和30)年 5月 厚生事務次官

通知の形式で出された「養老施設、救護施設及び更生施

設運営要綱」で明示されたい)。 その内容 は、(1)ケ ース

ヮーク、(2)給食、(3)保健衛生、(4)教養娯楽、(5)そ の

他 (宿直と男女別収容)の 5項目で、自治会に関する規
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定はみられない。 しか し、厚生省が保護施設における入

所者自治会に関心をいだいていたことは確かである。 こ

の運営要綱策定の基礎資料にされたと考えられる1953年

6月 の同省による全国的な保護施設調査では、「処遇の

状況」の調査項目のなかに「 自治制度」として登場 して

いるのであるの)。 そこでは、まず 的 入所者自治会の有

無と、(口)自治会ではな く、「 自主的に」施設内業務を

「手伝っている」際の仕事の内容 (「 寮の清掃」、「炊事の

手伝」、「病弱者の世話」など)が問われ、0の 自治会

が存在する場合はさらに、「 (al行 なっている事業」 と

「(b)管理に対する態度Jを質問 している。「管理に対す

る態度」とは、「施設の管理者に対 し自治会のとってい

る態度」のこととされ、こうした観点から現状把握をね

らったものとして注目する必要があろう。ただし、調査

結果の報告書 (注記00参照)で は、公私立別施設の自治

会の数のみが掲載されているだけであった。調査結果を

含めて、おそらくはこれら自治会が施設の管理運営上、

あるいは処遇上の問題となるほどのことはないと判断さ

れたと思われる。

会則を自ら制定 し、「 ドシドシ理事者 と話合 う」 よう

な入所者自治会は、きわめて少数だったに違いなく、そ

の意味でも同和園入所者自治会の結成とその後の自壊は、

戦後養老施設史や処遇史の内実を評価する際の一つの指

標になるはずである。この保護施設調査が実施された10

年後、養老施設は老人福祉法のもとで養護老人ホームに

転換 したが、その新制度下で最初に行なわれた全国的な

老人ホームにおける処遇調査 (全社協老人福祉施設協議

会により1976年 8月 実施)⑩やそれ以降の同種の調査で

は、自治会に関する調査項目はみられず、個々の施設の

取 り組みは別にして、これに対する関心はきわめて希薄

であるといわなければならない。

また、互助委員会の自己解体の直接的な要因となった

入所者間の葛藤の背景ついて考える際に、職員でなく、

入所者自身が語るつぎのような言葉はきわめて示唆的で

ある。一つは、雑居制に関するもので、当時の標準的な

居室は 8畳の和室で、そこに 4人が居住 していた。やや

のちのことであるが、64歳のある男性入居者は、施設広

報紙の入所者座談会において「今後改善 してほしい点」

を尋ねられ、「部屋の問題です。団体生活ですか ら、 あ

る程度のことは辛抱 しなければならないと思いますが、

限度があると思います」
0)と 語っていた。 とくにこの施

設が悪条件というわけではない。実質的な最低基準であ

る「養老施設、救護施設及び更生施設運営要綱」におい

て、養老施設の「居室の一室の定員は四人を標準」、「床

の間、押入等を除いた一人当り有効面積は、おおむね一



坪以 _上」 と規定 されているのである。

もう一点 は、別の座談会 における発言 で、「私が園 に

来たときは何 とな くとげとげ しいように感 じたが、三十

六年か ら年金を もらうようになって、人の顔 もあかるく

なり、園内の空気が まるで変つた和 やか になつ たよ う

だ」
C)。 かの女 は、1960(昭和35)年 1月 に入所 したが、

「三十六年か ら年金」 とは、 1961年 H月 に施行 された国

民年金法の老齢福祉年金制度のことを指 している。 これ

にともなって生活保護法下の保護施設である養老施設の

人所者 に対 して も、老齢福祉年金に対応す る月額1000円

の老齢加算金制度が新設 され、 この施設の入所者 にも生

活保護の収入認定か ら除外 され る1000円 の ささやか な

「余裕」が生 まれたOt

もはや狭 い意味での「処遇」の範疇を越える問題では

あるが、「辛抱の限度Jを越えていた住居条件 や生活保

護制度が規定するきわめて低位 な経済生活の枠組み と、

施設内の「 とげとげ しいJ空気 との関連を端的に物語 っ

ているのである。
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百年史」前史J、 日本生活学会編『生活学 第一冊』 ドメス

出版、1975年、95頁。
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(3)0学会報告「戦後老人ホームの展開と入所者の生活」日本

社会福祉学会第42回大会、1994年。(bけ出稿「老人福祉事業の

展開と同和園」同和園七十年史編纂委員会編『同和園七十年

史』社会福祉法人同和園、1997年。lCI出稿「福祉の戦後 ――

養老院生活者の戦後体験J長野大学産業社会学部編『戦後五

十年 大戦とその記憶』郷土出版、1998年。

(4)老人福祉施設の処遇史研究は、小笠原祐次 。星島志保子

「老人福祉施設における処遇の史的考察――老人ホーム」(小

野顕編『社会福祉施設における福祉処遇――調査研究報告書』

財団法人社会福祉研究所、1979年 )が先鞭をつけ、その後、

処遇史を重視 した、全国社会福祉協議会老人福祉施設協議会

編 (小笠原祐次他執筆)『老人福祉施設協議会五十年史』 (全

国社会福祉協議会、1984年)や、その続編にあたる小笠原祐
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老人福祉分野に限らず、社会福祉史における処遇・処遇史

の概念、方法については、前掲、一番ケ瀬「養育院百年史研

究序説」、および土井洋一「家庭学校史研究ノー トーー巣鴨

家庭学校を中心に」『社会事業史研究』(第 2号、1974年10月 )

を参照。とくに後者は、例えば援助が同時に抑圧であるよう

な「矛盾を含む」処遇概念自体の「歴史的な理解」の必要性

が説かれており (52頁 )、 この面の研究の基本的な視点とし

て重要である。

(D 本稿では、救護法下の救護施設としての養老院の時代から

新生活保護法下の保護施設の一つである養老施設まで、便宜

上すべて「養老施設」と称している。

(61 福祉施設の入所者自治会と「処遇過程の権利Jの関係につ

いては、河野正輝『社会福祉の権利構造』有斐閣、1991年、

参照。同書では、「社会福祉権J体系のなかに「処遇過程の

権利Jを位置づけ、その中核的な要素の一つである入所者自

治会の活動と、それを通じての施設「管理運営 。苦情処理に

参加する権利Jの重要性が指摘されている。また、直接施設

居住者の問題は扱われていないが、伊藤周平「社会福祉にお

ける利用者参加J(社会保障研究所編『社会福祉における市

民参加』東京大学出版会、1996年)では、社会福祉の利用者

参加における理論的・制度的課題が整理されている。なお、

近年のこの問題に関しては、特別養護老人ホームにおける居

住者「自治会づくり」の自らの実践例とその意義について論

じている村田隆一『地域福祉の構想』(筒井書房、1995年、 1

97頁以下)を参照。

“

)厚生省調査「京都府民生部発資料J、 1950年 5月 付、社会

福祉法人同和園所蔵。

(a 川瀬専之助『養老院と共に生きる』東京養老院藤沢分院、

1952年、11、 73頁。

(9)同上、73、 132-133頁 など。

は0 厚生省が1953(昭和28)年 に実施した養老施設を含む保護

施設の全国実態調査の結果では、養老施設の回答数の29パ ー

セントにあたる104施設で何らかの「自治会の活動している」

とされている (同年 6月 30日現在)。 しかし、本文で後述す

るように、そこには施設業務を「自主的に」手伝っているよ

うな場合も含まれていると考えられるので、別に検討を要す

る (鶴田寛編『保護施設実態調査解析書 (養老施設及び救護

施設の部)』 社会福祉設研究会、1956年、 17、 160頁 、『老人

問題研究基本文献集』第 9巻、大空社、1990年、所収)。

OD 京都における動向は、京都市『京都の歴史 9世界の京都』

(京都市史編さん所、1980年、295頁 )、 および井ケ田良治 。

原田久美子編『京都府の百年』(山川出版社、199猟 245頁 )

による。

ua ただし例外的に、京都の一学生運動団体、京都在外父兄救

出学生同盟が同和園に対する食糧救援の活動を行なっていた

(前掲、拙稿「福祉の戦後――養老院生活者の戦後体験」 175

頁以下)。 その拙稿執筆際しては参照できなかったが、同同

盟については、京都地区学生同盟の記録編集委員会編『在外

父兄 。同胞救出京都地区学生同盟活動誌』 (同会、 1996年 )

がまとめられている。

C)『昭和二十年度日誌』社会福祉法人同和園所蔵。本稿が主

として依拠 した基本史料である戦後の『同和園日誌』は、お

おむねペン書きによる日報を 1年 (1月 1日 から12月 末日ま

で)毎に綴じて冊子としたものである。表紙には「○〇年度

日誌J「同和園日誌」「同和園業務日誌J「同和園事業日誌」

「事務日誌」「庶務日誌Jな どと記され、必ずしも統一されて

いるわけではないが、本稿では煩雑を避けるため、以下、本

文中では単に『日誌』とする。また同じ理由で、とくに必要

と判断した場合を除いて『 日誌』の参照月日は省略している

場合がある。

00 厳密にいえば、創設者である京都仏教護国団の当時の団昆

創立の過程とそこでの大西良慶の役割については、前掲『同

和園七十年史』第 1部 (池田敬正執筆)に詳しい。

09『昭和二十二年度事業日誌』1947年 5月 10日 。



00「財団法人同和園管理規程J(1951年 4月 施行)、 文書綴

「財団法人同和園議事録 (四 )」 社会福祉法人同和園所蔵。そ

の第 4章 と第 5章に「施設利用者Jに関する以下のような規

定がある。

「第四章 施設利用者の守るべき規律及び義務

(規律ある生活)

第十三条 在園者は園長の定める日課表に従ひ規律ある生

活をなさなければならない。

(禁止)

第十四条 在園者は左の事項について園長の承認を得なけ

ればならない。

一、退園

二、外出

三、作業の休止

四、面会

五、就寝時間以外の就寝

六、その他園長が必要と認めた事項

(退寮)

第十五条 園長は左の事項に該当し共同生活に適せないと

認めたときは委託を受けた市町村長の承認を得て在園

者を退園せしめることができる。

一、園長の指示に従わず規律をみだした者

二、故意に設備を破損し、又は園外に持出した者

三、けんか、口論又は暴行をなし、他に迷惑を及ぼし

た者

四、その他本規程に違反した者

第十六条 在園者は収入を得たときは第十条により保護に

要した経費及び事務費の一部又は全部を負担せなけれ

ばならない。

第五章 作業の種類、方法、時間及び収益の処分方法

(作業の種類、方法、時間)

第十七条 本園における作業は次の通りとする。

一、園内労務作業

二、内職作業

三、寮外作業

2 園内労務作業は農耕、清掃、整頓等の雑役にして能

力に応じて従事する。

3 内職作業は本園の事業に理解ある業者の依頼を受け

園内において作業をなす。

4 園外就労は前項により園外において作業をなす。

5 第二項及び第三項の作業時間は一日八時間を超過す

ることを得ない。

但し本人の希望又は特別の事由により園長が必要と認

めたときはこの限りでない。

(賃金及び収益の処分方法)

第十八条 園内作業には賃金を支給せない。

2 内職作業は園長が作業者に代わり業者と契約をなし、

賃金は作業者の出来高に応じ支佛うものとする。

3 園外就労の賃金は本人の収入とする。」

tη 1957年 3月 30日社発第254号各都道府県知事宛社会局長通

達「生活保護による保護施設の管理規程についてJの「第十

九 (施設の課する作業)」。また、「保護施設取扱指針」でも

「作業に関しては従来しばしば収容保護施設において、内職、
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Formation of. Residents' Association in Homes for the Aged

NAKANISHI Yoshio

This paper, which concerns research on the history of treatment of the aged as

part of a study on the history of welfare facilities for the aged, describes an experi-

ment with the aim of investigating actual conditions in homes for the aged during the

post-war period by the "lifestyle history" method, focusing on the lifestyle of residents

in homes for the aged.

In this study, which primarily utilized materials in the possession of a home for
the aged in Kyoto, the processes of formation, development, and break down of a resi-

dents' association in that home (during 1945-1956) were anahzed, and their historical

significance was examined.

The residents' association was fomed immediately after the Second World War in
connection with food shortages. Although part of the lifestyle management system ad-

ministrated by the home, the association was engaged in activities involving demands

for improvement of residents' living conditions, as well as various mutual support ac-

tivities, and developed to the extent of establishing association regulations. However,

these activities, which may be considered pioneering initiatives with regard to the

present-day issue of "participation in operational management and treatment", subse-

quently disintegrated when left unsupported amidst confusion. Among the background

factors were home's restrictions under the socil welfare system of the time, but another

factor, within the home, was a problem concerning the attitude of managers and staff

regarding the treatment of residents.
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